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上田市公文書館だより/第１４号 
■公文書館から 

「役所文書のリテンションと公文書館」 
●リテンションとは「保有、保持、維持」という意味ですが、役所

の文書管理事務では「文書の廃棄、移管、書庫整理」を指す用語で

使われます。公文書館の大きな役割として「リテンション」に伴う

公文書の保存・管理があります。●上田市の令和 3 年度廃棄予定文

書は 1,2５０点程あり、そのうち約 49０点を「歴史公文書」として当館へ移管する予定で

す。当館がリテンションに関わるのは今回初めてで、歴史公文書として選別された公文書は

未来永劫保存していくことになります。●役所の廃棄予定文書を評価・選別し、選んだ文書

を公文書館へ運び、クリーニング・防虫処理を施し、検索用目録を作成した後に書庫へ格納

するという一連の作業は、今後、公文書館の年中行事になります。●このように、役所が行

う日々の活動の記録は、リテンションが行われた後に公文書館が保存し、各方面で活用され

ることになるのです。（土屋） 

【視察報告】学習院大学大学院アーカイブズ学専攻の皆さんが当館へ研修視察に先頃見えま

した。ここは我が国のアーカイブズ学をリードする研究教育機関であり、アーカイブズの専

門家「アーキビスト」の人材育成も行っています。当館も大いに学びたいと思います。 

■公文書館の催し 
 

第８回公文書館所蔵品展 「上田町条例制定から信越線の電化まで 

－明治・大正・昭和の公文書にみる上田地域の歴史－」 

町税徴収条例施行（明治 22 年上田町）、上田蚕糸専門学校設置関係（明

治 41 年上田町）、丸子町制施行関係（大正元年丸子村）、米騒動関係郡役所

通知（大正 7 年上田町）ほか原本 9 点、写真パネル 9 点の収蔵資料を展示します。 

■期 間 令和 4 年 1 月 30 日(日)まで 

■説明会 12 月 25 日及び 1 月 9 日 ※参加無料、12 月 21 日以降お申込みください。 

■観覧無料（丸子郷土博物館の展示観覧は有料 100 円、但し中学生以下は無料） 
 

■公文書館のご案内 

 □住所・電話 

〒386-0413長野県上田市東内 2564-1 

℡0268(75)6682 Fax0268(75)6683 

□メール 

kobunshokan@city.ueda.nagano.jp 

□ホームページ 

上田市ホームページ内を公文書館で検索 
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小県郡役所通知文書 

■公文書館所蔵資料の紹介 

上
田
町
の
「
米
騒
動
」
に
関
す
る
文
書(

大
正
７
年)

 
◆
大
正
７
年(

１
９
１
８
年)

８
月
か
ら
大
正
８
年
に
か
け
て
上
田
町
役
場
で
作
成
し
た
『
米
廉

売
救
助
米
関
係
書
綴
』
に
は
、「
米
騒
動
」
に
関
係
し
た
文
書
が
保
存
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
米

廉
売(

れ
ん
ば
い)

」
と
は
、
米
を
安
く
売
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
◆
こ
の
「
米
騒
動
」
は
米
の

価
格
の
急
上
昇
に
よ
り
起
こ
っ
た
騒
動
で
、
７
月
上
旬
か
ら
現
在
の
富
山
市
で
始
ま
り
、
富
山

県
下
に
広
が
り
ま
し
た
。
８
月
３
日
に
は
西
水
橋
町(

現
富
山
市)

な
ど
で
約
二
百
名
の
町
民
が

集
ま
り
、
米
問
屋
な
ど
に
米
の
移
出
を
停
止
し
、
安
く
販
売
す
る
よ
う
に
求
め
ま
し
た
。
８
月

６
日
に
は
騒
動
は
さ
ら
に
広
が
り
、
千
名
余
の
住
民
が
米
の
移
出
を
実
力
で
阻
止
し
、
米
を
低

価
格
で
販
売
さ
せ
ま
し
た
。
◆
当
時
は
米
が
主
食
で
、
米
の
価
格
の
急
激
な
上
昇
は
人
々
の
生

活
を
困
窮
さ
せ
ま
し
た
。
各
地
で
米
騒
動
が
広
が
り
、
小
県
郡
役
所
か
ら
は
８
月
１４
日
付
で
各

町
村
長
宛
に
「
米
価
暴
騰
に
付
細
民
救
済
に
関
す
る
件
」
の
通
知
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
内

容
は
「
町
村
そ
の
他
の
公
共
団
体
に
お
い
て
一
定
の
価
格
を
も
っ
て
廉
売
し
、
そ
の
買
入
相
場

に
対
す
る
差
額
の
損
失
を
補
償
す
る
事
。
地
方
有
力
家
の
寄
附
を
得
て
、
前
項
の
損
失
補
償
に

充
て
る
事
」
の
旨
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
◆
ま
た
皇
室
か
ら
の
下
賜
金
や
個
人
の
寄
附
に
よ
る

救
済
資
金
が
各
県
に
配
分
さ
れ
、
上
田
町
に
は
８
月
１５
日
付
で
小
県
郡
長
よ
り
２
，
３
７
４
円

の
下
賜
金
が
配
分
さ
れ
る
旨
、
通
知
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。(

倉
澤) 

■公文書館の利用 ※公文書館は入場無料、郷土博物館展示室は有料（大人 100円） 

 
➢ 資料検索→目録検索システムをご利用ください。 

➢ 閲覧申込→所定用紙でお申込みください。メール、ファックスで

も可能です。ただし、一度に閲覧できるのは「５点」までです。 

➢ 資料閲覧→個人情報の審査終了後に閲覧の可否を連絡しま

す。館内閲覧室でご覧いただきます。館外貸出しは行いませ

ん。 
 

※審査に時間を要する場合があります。また、個人情報が含まれる資料は閲覧

できない場合があります。目録検索システムのご利用、閲覧申込書のダウンロ

ードは、上田市ホームページ内の公文書館ページからどうぞ。 
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